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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　接着によって連結される折り畳みタブ（１９、２０；２１、２２）または他の包装体部
分を有する包装体を製作するための方法、特に引き上げ蓋付き箱／ヒンジ付きリッドのタ
イプの紙巻きたばこ包装体を製作するための方法であって、異なる硬化特性、特に異なる
硬化時間を有する少なくとも２種類の糊、好ましくは一方では低温糊と他方では高温糊が
使用される、方法において、
　糊の硬化前に、包装体（１０）または糊によって互いに連結される少なくとも折り畳み
タブまたは包装体部分が最終形状を得るまたは有するように、包装機械の運転状態に依存
して、特に作業速度またはタクト数に依存して、一方の種類の糊だけかまたは両種類の糊
が択一的に、同じ折り畳みタブ（１９、２０；２１、２２）を連結するために使用される
ことを特徴とする方法。
【請求項２】
　互いに連結すべき領域、特に折り畳みタブ（１９、２０；２１、２２）に糊を塗布した
後でおよび折り畳みタブ（１９、２０；２１、２２）を合わせた後で、包装体（１０）が
少なくとも１つの成形装置に供給され、使用される少なくとも一つの種類の糊が完全に固
化／硬化するまで、包装体（１０）の外形を安定および調整しながら、包装体（１０）が
前記成形装置内に、特に各々１個の包装体（１０）のための収容部または乾燥ポケット（
６３）を多数有する成形兼乾燥タレット（２５）内に収容され、互いに連結される折り畳
みタブ（１９、２０；２１、２２）の領域の調整によって正確な成形が可能であるように
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、成形装置または成形タレット（２５）に包装体（１０）が入るまでまだ硬化しない種類
の糊だけが、包装機械の運転方法、特に作業速度に依存して使用されることを特徴とする
請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　包装機械の調節可能な設定作業速度まで、長い硬化時間を有する糊、特に低温糊だけが
使用されることと、この作業速度を上回ると、他の種類の糊、特にホットメルトが、同じ
折り畳みタブ（１９、２０；２１、２２）を連結するために付加的に使用されることを特
徴とする請求項１または２に記載の方法。
【請求項４】
　包装体（１０）が１個の成形装置または複数の成形装置に滞在する間に、包装機械の作
業速度が遅い際に（専ら）使用される糊　－　低温糊　－が完全に硬化するように、包装
体（１０）を１個ずつ収容するための成形ポケット（５０）を有する１個の成形装置また
は複数の成形装置、特に乾燥タレット（２５）と場合によっては移送タレット（４９）に
おける包装体（１０）の滞在時間が定められていることを特徴とする請求項１から３のい
ずれか一項に記載の方法。
【請求項５】
　より短い硬化時間を有する糊の（付加的な）使用が、糊を包装体（１０）または折り畳
みタブ（１９、２０；２１、２２）に塗布する時点から（折り畳みが終了した）包装体（
１０）が成形装置に入るまでの包装体（１０）の滞留時間に依存して決定され、すなわち
、使用される糊の硬化時間が成形装置に入るまでの糊付けされた包装体（１０）の滞留時
間よりも長いように決定されることを特徴とする請求項１から４のいずれか一項に記載の
方法。
【請求項６】
　糊付けされて折り畳まれた包装体（１０）が（最後の）折り畳みステップに続いて成形
ポット（５０）を有する成形装置、特に移送タレット（４９）に挿入され、包装体（１０
）が成形装置または移送タレット（４９）内に滞在する間に正確な形と外形寸法を得るよ
うに、前記成形ポットがポケットまたは糊によって互いに連結される折り畳みタブを正確
に整列するための機構を備えていることを特徴とする請求項１から５のいずれか一項に記
載の方法。
【請求項７】
　ａ）糊が包装体（１０）の水平な搬送装置区間の領域、特に包装体軌道（２４）の領域
において、互いに連結すべき折り畳みタブ（１９、２０；２１、２２）に、特に垂直位置
に折り畳まれる内側タブの外面に　－　引き上げ蓋付き箱のタイプの紙巻きたばこの箱の
内側の側方タブ（２０）または蓋の内側の側方タブ（２２）の外面に塗布され、
　ｂ）糊が水平に向いた糊ノズルを備えた糊付け装置（３７、３８：４３）によって、ド
ット状糊または点状糊（３９、４２）を形成しながら、ほぼ水平方向に折り畳みタブ（２
０、２２）に塗布され、
　ｃ）そして、付設された折り畳みタブ、特に箱の外側の側方タブ（１９）と蓋の外側の
側方タブ（２２）が、出発位置からまたは糊を有する折り畳みタブ（２０、２２）に接触
させるために折り畳まれ、
　ｄ）折り畳みが終了した包装体が中間搬送装置、特に移送タレット（４９）の成形ポケ
ット（５０）に挿入されることを特徴とする請求項１から６のいずれか一項に記載の方法
。
【請求項８】
　糊を内側の折り畳みタブ（２０、２２）に塗布した後で外側の折り畳みタブ（１９、２
１）が包装体軌道（２４）の領域において中間位置に折り畳まれ、特に糊付けされた折り
畳みタブ（２０、２２）に対して鋭角をなしてかつドット状糊または点状糊（３９、４５
）に接触させずに折り畳まれることと、折り畳みタブ（１９、２１）が成形ポケット（５
０）に挿入する直前に包装体に適した最終位置に折り畳まれ、特に成形ポケット（５０）
内への包装体軌道（２４）による包装体の上向き搬送運動中に折り畳まれることを特徴と
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する請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　糊、特に点状糊（３９、４５）が連続する糊付けステーション（３５、３６）で糊付け
すべき折り畳みタブ（１９、２０；２１、２２）に塗布され、特に低温糊が搬送方向にお
いて最初の糊付けステーション（３５）で、そして高温糊が二番目の糊付けステーション
（３６）でそれぞれ水平に向いた糊ノズルによって塗布されることを特徴とする請求項７
または８に記載の方法。
【請求項１０】
　移送タレット（４９）の成形ポケット（５０）内の包装体（１０）が移送タレット（４
９）の部分回転に沿って搬送される間正確な形および外形寸法となり、その後軸線平行な
摺動によって乾燥タレット（２６）の乾燥ポケット（６３）に挿入され、この場合、包装
体（１０）が乾燥ポケット（６３）から押し出されるときに、少なくとも１種類の糊が完
全に硬化するように、付設の乾燥ポケット（６３）内での包装体（１０）の滞在が定めら
れていることを特徴とする請求項１から９のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１１】
　引き上げ蓋付き箱のタイプの（紙巻きたばこ）包装体の製作の際、折り畳みタブ（２０
、２２）が点状糊（３９）の複数の、特に２つの点列（４１、４２）を有し、特に、複数
の種類の糊を使用する際に、点列（４１、４２）の少なくとも１つが第２の種類の糊の付
加的な点状糊、特にホットメルトからなる点状糊（４５）を有し、このホットメルトから
なる点状糊が低温糊からなる点状糊（３９）の間に配置されることを特徴とする請求項１
から１０のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１２】
　特に小さな横方向寸法を有する引き上げ蓋付き箱のタイプの（紙巻きたばこ）包装体の
場合に、折り畳みタブ（２０、２２）が中央に配置された、低温糊からなる点状糊（３９
）の点列（４４）を有し、高温糊を追加する際に同じ点列（４４）内に高温糊からなる点
状糊（４５）を有し、特に高温糊が付加的に塗布されるときに、低温糊からなる点状糊（
３９）の数が減少することを特徴とする請求項１から１１のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１３】
　請求項１から１２のいずれか一項に記載の方法により、包装体（１０）、特に引き上げ
蓋付き箱／ヒンジ付きリッドのタイプの紙巻きたばこ包装体を製作するための装置であっ
て、薄いボール紙または類似の包装材料からなる裁断片を折り畳むための折り畳み装置、
特に折り畳みタレット（２３）を備え、十分に完成した包装体（１０）が折り畳みタレッ
ト（２３）から、内側に位置する折り畳みタブ（２０、２２）を糊付けしかつ付設の外側
の折り畳みタブ（１９、２１）を折り畳むことによって包装体（１０）を完全に組み立て
るための包装体搬送装置、特に半径方向に接続する直線的な包装体軌道（２４）に押し出
し可能である、装置において、
　ａ）包装体搬送装置、特に包装体軌道（２４）の領域内に、一方では低温糊を、他方で
は高温糊を折り畳みタブ（２０、２２）に塗布するための連続する特に２つの糊付けステ
ーション（３５、３６）が配置され、
　ｂ）各糊付けステーション（３５、３６）が一方の種類の糊または他方の種類の糊に付
設された少なくとも１個の糊付け装置（３７、３８；４３）を備え、
　ｃ）糊付けステーション（３５、３６）に続いて、折り畳みタブ（１９、２１）を折り
畳むための折り畳み機構、特に折り畳みポイント（４６）を備えた折り畳みステーション
が設けられ、
　ｄ）包装体（１０）が包装体搬送装置または包装体軌道（２４）に続いて、乾燥タレッ
トの乾燥ポケットに挿入可能であり、
　ｅ）乾燥タレット（２５）の円周部分に沿って包装体（１０）を搬送した後で、包装体
（１０）がそれぞれ乾燥ポケット（６３）から押し出し可能であり、かつ搬出装置（２６
）に移送可能であることを特徴とする装置。
【請求項１４】
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　無端搬送装置、特にベルトコンベヤ（２８）によって特に包装体軌道（２４）の領域に
連続的に搬送される包装体（１０）が、台、特に支持形材（３０）に載り、この支持形材
が直接成形ステーション（４８）の範囲まで延在し、包装体（１０）の折り畳みを仕上げ
、および／または正確な形を付与し、および／または完成した包装体（１０）を搬出する
ための機構が、成形ステーション（４８）内で作用していることを特徴とする請求項１３
に記載の装置。
【請求項１５】
　成形ステーション（４８）の領域において包装体（１０）が中間搬送装置、特に移送タ
レット（４９）に供給可能であり、この移送タレットが各包装体（１０）のための乾燥ポ
ケット（６３）を有する乾燥タレット（２５）に包装体（１０）を移送し、乾燥タレット
（２５）を円周部分に沿って回転した後　－　少なくとも１種類の糊が硬化した後で　－
　包装体（１０）が乾燥ポケット（６３）から押し出し可能であり、かつ特に垂直なベル
トコンベヤとして形成された搬出装置（２６）に供給可能であることを特徴とする請求項
１３または１４に記載の装置。
【請求項１６】
　移送タレット（４９）が成形ポケット（５０）を有する成形装置として形成され、この
成形ポケットが、移送タレット（４９）を通って包装体を搬送する間に、糊付け個所がま
だ硬化していない状態で、包装体を正確に成形することを特徴とする請求項１５に記載の
装置。
【請求項１７】
　成形体（１０）が包装体軌道（２４）の領域において、折り畳み機構、特に折り畳みポ
イント（４６）によって折り畳み可能であり、その際、外側の折り畳みタブ、すなわち、
箱の側方タブ（１９）と蓋の側方タブ（２１）が、糊を有する折り畳みタブ（２０、２１
）に糊付け個所を接触させずに、斜めに向いた中間折り畳み位置に折り畳み可能であるこ
とと、外側の折り畳みタブ（１９、２１）が移送タレット（４９）への移送の際に終端位
置に折り畳み可能であり、特にダイとして形成された折り畳みポイント（４６）と関連し
て持ち上げ部材（２９）によって包装体軌道（２４）を持ち上げることによって折り畳み
可能であることを特徴とする請求項１３から１６のいずれか一項に記載の装置。
【請求項１８】
　移送タレット（４９）の成形ポケット（５０）が包装体（１０）を成形しかつ修正する
ための機構、特に包装体（１０）の外形寸法に一致する、横断面がＵ字形の成形部材（５
１）および／または露出した包装体面、特に底壁（１５）と端壁（１８）の領域に作用す
る修正部材（５７）を備え、この修正部材が包装体（１０）を成形ポケット（５０）に挿
入した後で露出した包装体面に接触させられることを特徴とする請求項１５から１７のい
ずれか一項に記載の装置。
【請求項１９】
　包装体（１０）が移送タレット（４９）の部分回転後、成形ポケット（５０）から軸方
向に押し出して、乾燥タレット（２５）の隣接する乾燥ポケット（６３）に挿入可能であ
り、修正部材（５７）が移送タレット（４９）の成形ポケット（５０）内への包装体（１
０）の挿入領域に定置されて配置されていることを特徴とする請求項１５から１８のいず
れか一項に記載の装置。
【請求項２０】
　乾燥タレット（２５）と移送タレット（４９）がずれている垂直な平面内に配置され、
相対位置に関して特に、包装体（１０）が包装体軌道（２４）によって乾燥タレット（２
５）上または乾燥タレットの下方を通って移送タレット（４９）に搬送可能であり、その
際、包装体（１０）が移送タレット（４９）の元の搬送方向と反対方向に乾燥ポケット（
６３）に挿入可能であることを特徴とする請求項１３から１９のいずれか一項に記載の装
置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、請求項１の前提部分に係る、包装体を製作するための方法に関する。本発明
はさらに、この方法を実施するための装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特に紙巻きたばこ包装体を製作するための高性能な包装機械の場合には、包装体部分、
例えば、互いに連結すべき折り畳みタブの糊接着が大きな技術的問題である。引き上げ蓋
付き箱のタイプの（紙巻きたばこ）包装体の側壁を形成する目的で側方タブを連結するた
めに、２種類の糊、すなわち、一方では低温糊と他方では高温糊（ホットメルト）を一緒
に使用することが知られている。従来技術の場合、異なる糊領域または点状糊が共通の１
つの糊付けステーションで、異なる種類の糊に割り当てられた糊ノズルを用いて、外側の
折り畳みタブまたは側方タブの内面に塗布される（特許文献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】欧州特許第１４５４８２９号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明は、包装体、特に引き上げ蓋付き箱のタイプの（紙巻きたばこ）包装体の製作の
出力、品質および信頼性の改善に取り組む。本発明の根底をなす課題は、糊連結部の領域
の包装体の耐久性、正確な形状保有性および包装機械の性能を改善することである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　この課題を解決するために、本発明に係る方法は、包装機械の運転状態に依存して、特
に作業速度またはタクト数に依存して、一方の種類の糊だけかまたは両種類の糊が択一的
に、同じ折り畳みタブを連結するために使用されることを特徴とする。
【０００６】
　本発明は、異なる反応特性を有する少なくとも２種類の糊、特に一方では低温糊と他方
では高温糊の使用に基づいている。本発明はさらに、糊付けと折り畳みに続く、包装体の
正確な成形および形状安定化の過程が終了しているときに初めて、使用される糊または同
じ糊連結部のために複数の種類の糊を使用する際に最も早く硬化する糊が、安定した丈夫
な糊連結部をもたらすであろうという認識に基づいている。
【０００７】
　従って、本発明では、包装機械の小さな出力またはタクト数の段階では、専ら硬化時間
の長い糊、特に低温糊が使用される。それによって、成形装置の領域または成形タレット
の領域において正確な成形が終了する前に、糊の過早の硬化のために包装体の形状が安定
することが防止される。高温糊の硬化特性から導き出し可能な高い作業速度／タクト数に
達するときに初めて、本発明に従って、両種類の糊が使用される。使用される種類の糊に
とって重要な時間窓は、一方では包装体または裁断片に対して糊を塗布した時点から、他
方では成形装置または成形タレットの領域における包装体の成形の時点から生じる。
【０００８】
　本発明の特別なテーマは、成形装置内での包装体の滞在時間、特に回転する成形タレッ
トまたは乾燥タレットの成形ポケット内での包装体の滞在時間である。この滞在時間は、
本発明に従い、成形の後または成形中に、少なくとも、使用される少なくとも１種類の糊
が持続的に硬化するまで、包装体が成形装置内にとどまるように決められる。
【０００９】
　他の特徴は、特に直線的な包装体軌道に沿って搬送されかつ搬送中少なくとも一部を折
り畳まれた包装体が、包装体軌道に続いて成形兼修正ステーションに移送されることにあ
る。この成形兼修正ステーションは、包装体の特にすべての側を掴み、正確な（直方体状
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の）形状に修正する機構を備えている。包装体の成形は特に移送タレットの領域において
行われる。この移送タレットは包装体を部分的に回転した後で乾燥タレットに移送する。
この乾燥タレットは正確な包装体形状を維持しつつ、円周部分に沿って、搬出装置に移送
するまで包装体を搬送する。包装体が乾燥タレットから出るときに、糊によって互いに連
結される折り畳みタブまたはその他の包装体部分の少なくとも１種類の糊が（完全に）硬
化するかまたは固まるので、包装体の形状が安定する。成形タレットの協働するポケット
の数は、包装体を押し出す際に１つの糊連結部または１種類の糊だけが硬化し、他の１つ
または複数の糊連結部がまだ完全に硬化しないように定めることができる。
【００１０】
　装置の改革は、引き上げ蓋付き箱のタイプの（紙巻きたばこ）包装体が、特に直線的な
包装体軌道に沿って搬送可能であり、この包装体軌道の領域において、糊付け装置を備え
た連続する複数の、特に２つの糊付けステーションが配置されていることにある。第１の
糊付け装置は低温糊を塗布する働きをする。搬送方向において後方に位置する糊付け装置
は高温糊を供給する働きをする。糊ノズルは水平に向けられ、糊部分、特に点状糊を、特
別な糊パターンに従って、垂直な平面内の折り畳みタブ、特に内側と外側の側方タブから
なる包装体の側壁の内側の側方タブに塗布する。
【００１１】
　次に、図に基づいて本発明の他の特徴および特色を詳しく説明する。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】包装機械の一部の斜視図である。
【図２】図１の包装機械の一部の平面図である。
【図３】図２の装置の細部、すなわち、糊付けステーションを示す、図２の切断面ＩＩＩ
－ＩＩＩに沿った拡大横断面図である。
【図４】図２の切断面ＩＶ－ＩＶに沿った、図３に似た図である。
【図５】他の実施形態の装置の、図３と図４の図示に似た横断面図である。
【図６】図２の切断面ＶＩ－ＶＩに沿って部分的に切断した細部の拡大側面図である。
【図７】図２のＶＩＩ－ＶＩＩの切断面および視野面に沿って、調節機構を有する成形ス
テーションの一部を軸方向に見た図である。
【図８】図７のステーションの細部の拡大図である。
【図９】図８の切断面ＩＸ－ＩＸに沿った、成形ステーションの他の細部の拡大横断面図
または軸方向断面図である。
【図１０】（紙巻きたばこ）引き上げ蓋付き箱のための、糊パターンを有する裁断片を示
す図である。
【図１１】引き上げ蓋付き箱のための図１０の裁断片に対応する狭い裁断片を示す図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　図には、有利な用途、すなわち、紙巻きたばこ用の引き上げ蓋付き箱のタイプの包装体
１０の製作が示してある。このタイプの包装体は箱部分１１と蓋１２とからなっている。
この包装体形状のための典型的な裁断片が図１０に示してある。箱部分１１は、底壁１５
によって互いに接続された箱の前壁１３と箱の背壁１４を有する。蓋１２は蓋の前壁１６
と蓋の背壁１７とその間の端壁１８を有する。包装体の側壁、すなわち、一方では箱部分
１１の側壁と他方では蓋１２の側壁は、互いに全体または一部がオーバーラップするそれ
ぞれ２つの折り畳みタブからなっている。箱の前壁１３には側方において外側にある箱の
側方タブ１９が取付けられ、箱の背壁１４には側方において内側にある箱の側方タブ２０
が取付けられている。同様に、蓋１２の領域において蓋の前壁１６には外側にある蓋の側
方タブ２１が取付けられ、箱の背壁には内側にある蓋の側方タブ２２が取付けられている
。裁断片は、互いに付設される、一方では側方タブ１９と２０と、他方では２１と２２が
互いにオーバーラップし、側壁を形成するために糊によって互いに連結されるように折り
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畳まれる。
【００１４】
　引き上げ蓋付き箱のタイプの紙巻きたばこ包装体を製作するための包装機械の一部とし
ての、図１に概略的に示した装置は、折り畳みタレット２３と、それに接続する（直線的
な）包装体軌道２４と、後続の乾燥タレット２５と関連する成形装置と、完成した包装体
１０のための搬出装置２６とからなっている。
【００１５】
　包装体１０の内容物は紙巻きたばこブロック２７、すなわち、内側裁断片に包まれた紙
巻きたばこグループである。この紙巻きたばこブロックは折り畳みタレット２３の領域に
おいて引き上げ蓋付き箱を形成しながら、図１０に係る裁断片に包まれる。十分に完成し
た包装体１０は折り畳みタレット２５のポケットから半径方向に押し出され、包装体軌道
２４に受け渡される。
【００１６】
　包装体１０が包装体軌道２４に入る際に、裁断片の折り畳みプロセスは十分に終了して
いる。すなわち、外側にある側方タブ１９と２１を除いて終了している。これらの側方タ
ブは、箱の前壁１３と蓋の前壁１６が上を向いている状態で上側の水平面内で羽根状に延
在している。内側にある側方タブ２０と２２は既に垂直平面内へ折り曲げられて包装体内
容物、すなわち、紙巻きたばこブロック２７に接触している。
【００１７】
　包装体軌道２４の範囲において、包装体１０は互いに間隔をおいて無端搬送装置によっ
て搬送される。この無端搬送装置はベルトコンベヤ２８として形成され、しかも歯付きベ
ルトとして形成されている。露出した側には連行部材２９が配置されている。この連行部
材は後側の底壁１５の領域において包装体１０を１個ずつ掴んで搬送する。包装体１０は
その長手方向が搬送方向に向いてベルトコンベヤ２８上におよび／または包装体軌道２４
の縦方向に延在する支持形材３０上に載る。この支持形材はベルトコンベヤ２８の張り側
（Ｆｏｅｒｄｅｒｔｒｕｍｓ）を挿入するための中央の凹部３１を有するレール状の成形
部材からなっている。この凹部の側方には、対応する包装体１０のエッジ領域の側方載置
部としての支持面３２が形成されている。
【００１８】
　包装体軌道２４の範囲において包装体１０の上側には、案内機構と支持機構が設けられ
ている。側方に向いた折り畳みタブ、すなわち、箱の側方タブ１９と蓋の側方タブ２１が
、支持機構、すなわち、エッジ側の立ち上がり部を有する側方の案内形材３３上に載る。
包装体１０の上側にはさらに、搬送方向に延在するレール状の押え部材３４が配置されて
いる。この押え部材は包装体軌道２４上または包装体軌道内において包装体１０を正確な
位置に保持する。
【００１９】
　包装体１０は包装体軌道２４に沿って好ましくは連続的に搬送される。その際、折り畳
みタブ、本実施形態では内側にある垂直な箱の側方タブ２０と蓋の側方タブ２２に、糊が
付けられる。この折り畳みタブはその後、付設の側方タブ１９、２１に接触しながら端位
置まで折り畳まれる。好ましくは（外側の）折り畳みタブ１９、２１が包装体軌道２４の
範囲において中間折り畳み位置、すなわち、側方タブ２０、２２に対して鋭角をなす傾斜
位置にもたらされる。
【００２０】
　包装体軌道２４の範囲には糊付けステーションが設置されている。装置は、異なる種類
の２つの糊、すなわち、特に一方では低温糊と他方では高温糊（ホットメルト）を包装体
１０に塗布する。第１糊付けステーション３５は特に低温糊を塗布する働きをする。搬送
方向において後方に位置する第２糊付けステーション３６は特に高温糊を塗布する。
【００２１】
　各糊付けステーション３５、３６は少なくとも１個の糊付け装置を備え、本実施形態の
場合、第１糊付けステーション３５は包装体軌道２４の両側にそれぞれ２個の糊付け装置
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３７、３８を備えている。この糊付け装置３７、３８は点状糊３９を包装体１０に塗布す
るために糊ノズルを備えている。糊部分が水平方向に放出されて、垂直な折り畳みタブ２
０、２２に塗布されることに特徴がある。さらに、第１糊付けステーション３５の糊付け
装置３７、３８は、上下に位置する糊の２つの点列４１、４２を生じるように形成または
配置されている。第１の下側の点列４２は第１糊付け装置３７によって塗布され、第２の
上側の点列４１は、搬送方向において後方に位置する第２糊付け装置３８によって塗布さ
れる。糊付け装置３７、３８は少なくともノズルの配置に関して高さが互いにずれている
。
【００２２】
　後続の糊付けステーション３６は本実施形態では、他の種類の糊、特にホットメルトの
点状糊４５からなる個々の点列４４を塗布するための（包装体軌道２４の両側の）糊付け
装置３３だけからなっている。この点列４４は包装体軌道２４に関して下側の平面内に塗
布される。特に、ホットメルトからなる点状糊４５は点列４２の点状糊３９の間のほぼ中
央に塗布される、すなわち、側方タブ２０、２２に連結するための所定の外側の側方タブ
１９、２１の自由エッジに隣接する位置に塗布される。点状糊３９、４５は包装体１０の
停止中、適切に形成された糊付け装置によって塗布可能である。本実施形態では、点状糊
３９、４５は包装体１０の運動中単一ノズルによって側方タブ２０、２２に塗布される。
 
【００２３】
　包装体１０は、糊付けステーション３６に続いて、折り畳み機構を有する折り畳みステ
ーションの領域に達する。この折り畳み機構は本実施形態では包装体軌道２４の両側に折
り畳みポイント４６として形成されている。成形されたレール状の折り畳みポイント４６
により、側方タブ１９、２１は搬送中下側に折り曲げられる。すなわち、本実施形態では
中間折り畳み位置（図７）まで折り曲げられる。そのために、折り畳みポイント４６は特
別に形成されている、すなわち、斜めに向いた折り畳み面４７（図７）を有する。折り畳
みタブ１９、２１は約１５～３０°の傾斜位置にあるので、糊付け面または点状糊３９、
４５には接触していない。
【００２４】
　包装体１０は包装体軌道２４上を成形ステーション４８の領域に搬送される。この領域
において、包装体１０は折り畳みタブ１９、２１の折り畳みが完了し、そして対向する複
数の側または面に接触してこの面に修正力を加える機構によって、幾何的に正確な形とな
る。このようにして仕上げられ、糊連結部がまだ完全に硬化していない包装体１０はその
後、乾燥タレット２５に移送される。包装体１０がこの乾燥タレットを出るときに、糊連
結部の硬化が終了し、包装体１０の形が安定する。
【００２５】
　包装体１０を成形し修正するための機構は同時に、包装体軌道２４から乾燥タレット２
５に包装体１０を移送するための包装体１０用搬送装置の機構でもある。本実施形態では
、この機構は移送タレット４９である。この移送タレットは乾燥タレット２５の平面に対
してずらした（垂直な）平面内に回転可能に支承されている。移送タレット４９が包装体
軌道２４の上方にあるので、その都度１つの包装体１０を、包装体軌道２４から持ち上げ
ることによって、移送タレット４９の下向きの収容部または成形ポケット５０に挿入する
ことができる。移送タレット４９は包装体１０の搬送方向において、糊付けステーション
３５、３６とは反対の乾燥タレット２５の側にある。
【００２６】
　移送タレット４９は多重機能に関してきわめて有利に（ｉｎ　ｂｅｓｏｎｄｅｒｅｒ　
Ｗｅｉｓｅ）形成されている。成形ポケット５０内には成形部材５１が配置されている。
この成形部材は包装体１０の外形寸法と同じＵ字状横断面を有する。包装体は上昇運動に
よって折り畳みポイント４６の領域から外に移動させられる。折り畳みポイント４６の横
断面輪郭に基づいて、折り畳みポイントはダイのように作用し、包装体の上昇運動時に側
方タブ１９、２１を内側の側方タブ２０、２２に接触するまで折り畳む。それによって、
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包装体１０が仕上げられ、成形ポケット５０または成形部材５１内に達する。この成形部
材は側方の脚部５２が包装体１０の側面、すなわち、その前に折り畳まれた側方タブ１９
、２１に接触する。
【００２７】
　包装体１０は可動の保持機構によって移送タレット４９の成形ポケット５０内に、しか
も成形部材５１内に固定される。そのために、各成形ポケット５０には、対向する保持フ
ィンガ５３が付設されている。この保持フィンガは曲がった形に形成され、横向きの保持
脚部５４を有する。この保持脚部は成形ポケット５０の閉鎖位置で包装体１０の露出した
外面のエッジ側に接触する。成形ポケット５０の開放位置では、揺動可能な保持フィンガ
５３が次の位置に揺動させられる。すなわち、保持脚部５４の自由端が折り畳みポイント
４６または折り畳み面４７によって画成される面の延長線内にある位置に揺動させられる
。この位置では、保持脚部の自由端が成形ポケット５０内への途中において包装体１０用
案内竪穴の機能的な部分を形成する。保持フィンガ５３は揺動軸受５５によって移送タレ
ット４９のリング状ポケット支持体５６に支承されている。
【００２８】
　成形部材５１の脚部５２は、包装体１０の縦方向の側面または側壁の領域、すなわち、
側方タブ１９～２２の領域において正確に成形するために作用する。成形および形の安定
化のために、成形ステーション４８の範囲において他の機構が作用する。移送タレット４
９への包装体１０の移送の範囲において直接、すなわち、包装体１０が成形ポケット５０
に入った後で、修正部材５７が包装体１０の両側、すなわち、底壁１５と端壁１８に作用
する。修正部材５７は好ましくは、保持フィンガ５３が閉鎖位置に移動する前に、包装体
に接触する。修正装置５７は定置されて揺動可能に支承されている（図８、図９）。揺動
アームとして形成された各修正部材５７は修正ウェブ５８が包装体１０に接触する。修正
部材５７は包装体１０を成形するために、特に修正するために寄与する。修正部材５７は
、移送タレット４９が次の回転タクト運動を行う前に、出発位置に戻される。
【００２９】
　移送機構、すなわち、持ち上げ部材５９が、包装体軌道２４から移送タレット４９に包
装体１０を移送する働きをする。この移送機構は包装体軌道２４の領域内に定置されて支
承されている。互いに間隔をおいて配置された２つの持ち上げ壁６０が包装体１０を持ち
上げる働きをする。この持ち上げ壁は成形ステーション４８の範囲において、包装体１０
の下面のエッジ側を掴む（図８）。持ち上げ部材５９または持ち上げ壁６０の上昇運動に
よって、包装体１０は成形ポケット５０または成形部材５１に入れられる。持ち上げ壁６
０はエッジ側に突起６１を有し、この突起の間に包装体１０が収容される（図９）。
【００３０】
　包装体１０はそれぞれ、移送タレット４９の下向きの成形ポケット５０に挿入される。
その後、移送タレット４９の（反時計回りの）回転が装入ステーションの直前の移送位置
まで生じる。従って、包装体１０は最大搬送区間の間移送タレット４９内で保持され、正
確な成形が安定する。
【００３１】
　乾燥タレット２５への包装体１０の移送は、軸線平行に移動可能なスライダ６２によっ
て行われる。このスライダは保持フィンガ５３が開いた状態で成形ポケット５０から軸方
向に包装体１０を押し出し、既に正確な位置に保持された乾燥タレット２５の乾燥ポケッ
ト６３に直接挿入する。乾燥タレット２５の外周に沿って多数配置されたこの乾燥ポケッ
ト６３は、軸方向両側が開放した長方形の横断面の通路を形成する。この通路にはそれぞ
れ１個の包装体１０がぴったりはめ込まれて遊びのないように収容される。従って、糊連
結部の硬化の過程は、包装体の正確な形状を維持しつつ行われる。さらに、乾燥タレット
２５は従来の方法で配向される。
【００３２】
　包装体１０は乾燥タレット２５によって最大円形搬送区間に沿って移動させられ、押し
出しステーションの領域において押し出し部材６４によってその都度の乾燥ポケット６３



(10) JP 5391274 B2 2014.1.15

10

20

30

40

50

から押し出され、そして搬出装置２６に移送される。乾燥タレット２５から出る包装体１
０は、中間機構、すなわち、揺動可能なプラットホーム６５に移送される。このプラット
ホームは揺動運動によって包装体１０を、搬出のために必要な相対位置にもたらす。この
相対位置では包装体１０の縦方向側面は下に向いている。
【００３３】
　本装置はいろいろな外形寸法の包装体１０に適している。図１１は少数の紙巻きたばこ
または小さな直径の紙巻きたばこのための引き上げ蓋付き箱のタイプの紙巻きたばこ包装
体の裁断片を示している。このタイプの包装体の場合、側方タブ１９、２０、２１、２２
は図１０に示した標準包装体と比べて幅が狭くなっている。従って、一方では側方タブ１
９、２０と他方では側方タブ２１、２２が個々の点列４１の点状糊３９、４５だけによっ
て互いに連結されている。この点状糊は、全体が低温糊によって形成された点状糊３９で
もよいし、同じ点状列４１に配置された低温糊からなる点状糊３９とホットメルトからな
る点状糊４５でもよい。
【００３４】
　異なる硬化特性を有する糊からなる糊領域の位置決めに特徴がある。標準包装体（図１
０）の場合、（内側の）側方タブ２０、２２には平行な２つの糊領域、すなわち、点列４
１、４２が形成されている。点列４１、４２あたりの点状糊３９の数は、持続する耐久性
を考慮して選定される。点列４１、４２内の点状糊３９は縦方向と横方向に配向されてい
る。台形に形成された蓋の側方タブ２２の領域には、比較的多数の点状糊３９が短い間隔
をおいて設けられている。本実施形態では、点列４１、４２あたり３個または２個の点状
糊３９が設けられている。折り畳みタブ２０、２２を画成するための傾斜エッジ６６に隣
接して、付加的な点状糊３９が箱の側方タブ２０の領域に配置されている。それによって
、折り畳みタブのエッジの領域において連結確実性が高められる。
【００３５】
　本実施形態（図１０）の場合、２つ（または場合によっては３つ以上）の種類の糊から
なる糊連結部を形成する際に、付加的な点状糊４５が点列４１に付設される、すなわち、
この点列４１の隣接する点状糊３９の間に配置される。点状糊４５は隣接する点状糊３９
の間のほぼ中央に配置され、この点状糊と整列される。それによって、完成した包装体１
０において、箱の外側の側方タブ１９と蓋の側方タブ２１のエッジ条片の領域の連結強度
が高められる。
【００３６】
　図１０の裁断片の場合、２つの種類の糊を使用する際に第１の種類の糊、特に低温糊の
個々の点状糊３９が、第２の種類の糊、特に高温糊の点状糊４５によって置き換えられる
。
【００３７】
　糊付け装置３７、３８と糊付け装置４３が適切に制御可能であるので、搬送運動中に上
記の糊パターンが塗布される。先ず最初に低温糊からなる点状糊が塗布され、その後高温
糊からなる点状糊が正確な位置に塗布される。図１１に従って、所定の点状糊のために糊
の種類の交換が行われるときには、点状糊４５の後続の塗布のための自由中間空間を形成
するために、点状糊３９が大きな間隔をおいて塗布されるように、糊付け装置３７または
３８が制御される。
【００３８】
　包装体の製作時、特に折り畳みタブまたは包装体の他の部分の糊付け時に、実際に使用
可能な種類の糊の選択が、包装機械の運転状態に依存して制御される。糊の種類の選択ま
たは第２の種類の糊の付加的な使用は、糊の既知の材料データと、機械の既知の作業出力
に従って行われる。選択は次の考察に基づいている。例えば、糊塗布の時点から、糊付け
された折り畳みタブの折り畳み、すなわち、特に側方タブ１９、２１の折り曲げを経て、
折り畳みが完了した包装体を成形作用および形状維持作用を有する成形装置に収容するま
での所定の時間の間に、糊が硬化しないようにすべきであり、それによって成形装置にお
いて、正確な包装体形状を作るために糊付けされた折り畳みタブの形を修正することがで
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きる。６００タクト／分の仮定の機械出力を有する具体的な実施形態の場合、例えば、１
２０タクト／分以下の減少したタクト数の間、専ら低温糊が使用される。例えば、１２０
タクト／分の上方に機械出力が達すると、高温糊が付加的に使用される。
【００３９】
　固有のテーマは、成形装置の採寸、特に乾燥ポケット６３の数に関する乾燥タレット２
５の採寸である。包装体１０が乾燥タレット２５の回転中、特に部分回転中（にのみ）こ
の乾燥タレット内にとどまるように設定しつつ、乾燥タレット２５をできるだけ小さく形
成することが目的である。包装体１０が押し出しステーションの領域において乾燥タレッ
ト２５から出るときに、糊連結部の少なくとも一つの種類の糊が完全に硬化／固化するよ
うにすべきである。最大機械出力の間、滞在時間は高温糊の硬化時間に合わせられる。図
示した実施形態の場合、乾燥タレット２５は少なくとも２０個、最大で３０個のアクティ
ブな乾燥ポケット６３を備えている。
【００４０】
　乾燥タレット２５の寸法および／または糊付けシステムを切換えるためのタクト数は次
のように決定すべきである。
【００４１】
一定の量：
接着すべき折り畳みタブ１９～２２が互いに押し付けられて、包装体１０が成形される作
業タクト：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｚＴ＝１
低温糊の硬化時間　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｔＫ＝１５秒
最大機械出力　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｎｍａｘ＝６００タクト／分
 
可変の量：
高温糊の硬化時間　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｔＨ

成形タレットのポケットの最適な数　　　　　　　　　　ｚＩ

包装機械の作業タクトの時間　　　　　　　　　　　　　ｔＴ

低温糊成形タレットのポケットの数　　　　　　　　　　ｚＫ

高温糊成形タレットのポケットの数　　　　　　　　　　ｚＨ

高温糊追加タクト数／回転数　　　　　　　　　　　　　ｎＺ

【００４２】
　この設定によって、有利な実施のための安定した形の包装体１０を解放するまでの作業
タクトの数は、次のように決定される。
設定：限界内で選択可能な高温糊の硬化時間は、例えば、ｔＨ＝０．５秒である。
【００４３】
　タクト時間ｔＴは
【数１】

Ｔａｋｔ　タクト、　ｓｅｃ　秒
から生じる。
【００４４】
　これから、高温糊のための「追加回転数」ｎＺ、すなわち、高温糊を付加的に使用する
ための機械のタクト数が計算可能である：

【数２】

Ｔａｋｔ　タクト、　ｓｅｃ　秒、　ｍｉｎ　分
【００４５】
　設定されたパラメータから、低温糊が硬化するまでに必要な乾燥ポケット６３の数ｚＫ

を決定することができる：
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【数３】

Ｔａｋｔ　タクト、　ｓｅｃ　秒、　ｍｉｎ　分
【００４６】
　従って、仮定された設定の場合および低温糊のみの使用のための（最大）１２０作業タ
クト／分の場合、乾燥タレット２５は３０個の乾燥ポケット６３を備えるべきである。
【００４７】
　基礎となる設定の下で高温糊を硬化させるために必要な乾燥ポケット６３の数ｚＨは、
次のように決定することができる：
【数４】

Ｔａｋｔ　タクト、　ｓｅｃ　秒、　ｍｉｎ　分
【００４８】
　従って、高温糊からなる糊付け個所の硬化のために、（わずか）５つのポケットまたは
作業タクトしか必要としない。この特別な実施形態の場合、同じ構造的基本形状の包装機
械を使用して、乾燥タレット２５を変更せずに、大きな機械出力を設定することができる
。
【００４９】
　「ハイブリッド糊付けする」本方法の場合、高温糊の硬化時間ｔＨ、しかも高温糊の可
能な最短硬化時間ｔＨが重要な特徴である。紙巻きたばこの包装に許される市販の高温糊
による一連の試験によって、ｔＨ＝０．５秒の最短硬化時間が決定された。これから、包
装体の接合および成形をｔＨ＝０．５秒の後に終了しなければならないことがわかる。そ
の結果：
乾燥タレット２５内の乾燥ポケット６３の数　　　　　　　ｚＫ＝３０
高温糊の追加回転数　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｎＺ＝１２０Ｔ／分
となる。
【００５０】
　３０個の乾燥ポケットを有する乾燥ホイールにとって、高温糊の許容される最長硬化時
間は次の通りである。

【数５】

ｓｅｃ　秒
【符号の説明】
【００５１】
　１０　　　包装体
　１１　　　箱部分
　１２　　　蓋
　１３　　　箱の前壁
　１４　　　箱の背壁
　１５　　　底壁
　１６　　　蓋の前壁
　１７　　　蓋の背壁
　１８　　　端壁
　１９　　　箱の側方タブ（外側）
　２０　　　箱の側方タブ（内側）
　２１　　　蓋の側方タブ（外側）
　２２　　　蓋の側方タブ（内側）
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　２３　　　折り畳みタレット
　２４　　　包装体軌道
　２５　　　乾燥タレット
　２６　　　搬出装置
　２７　　　紙巻きたばこブロック
　２８　　　ベルトコンベヤ
　２９　　　連行部材
　３０　　　支持形材
　３１　　　凹部
　３２　　　支持面
　３３　　　案内形材
　３４　　　押え部材
　３５　　　糊付けステーション
　３６　　　糊付けステーション
　３７　　　糊付け装置
　３８　　　糊付け装置
　３９　　　点状糊
　４１　　　点列
　４２　　　点列
　４３　　　糊付け装置
　４４　　　点列
　４５　　　点状糊（ホットメルト）
　４６　　　折り畳みポイント
　４７　　　折り畳み面
　４８　　　成形ステーション
　４９　　　移送タレット
　５０　　　成形ポケット
　５１　　　成形部材
　５２　　　脚部
　５３　　　保持フィンガ
　５４　　　保持脚部
　５５　　　揺動軸受
　５６　　　ポケット支持体
　５７　　　修正部材
　５８　　　修正ウェブ
　５９　　　持ち上げ部材
　６０　　　持ち上げ壁部
　６１　　　突起
　６２　　　スライダ
　６３　　　乾燥ポケット
　６４　　　押し出し部材
　６５　　　プラットホーム
　６６　　　傾斜エッジ
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